
中核市移行特集号

　
中
核
市
と
は
？

　
全
国
に
は
７
９
０
の「
市
」が
あ
り
ま
す
が
、そ

の
規
模
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。そ
こ
で
、地
方
自
治

法
で
は
、規
模
の
大
き
な「
市
」に
都
道
府
県
の
権

限
を
与
え
る
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る「
中
核
市
」は
、政

令
で
指
定
す
る
人
口
30
万
人
以
上
の
市（
平
成

27
年
４
月
１
日
か
ら
は
人
口
20
万
人
以
上
の

市
）に
、都
道
府
県
が
行
っ
て
い
る
福
祉
、環
境
、

都
市
計
画
分
野
な
ど
の
事
務
の
一
部
を
移
す

も
の
で
す
。

　
な
ぜ
中
核
市
に
な
る
の
か
？

　

高
尾
山
に
代
表
さ
れ
る
豊
か
な
自
然
、市
域

に
あ
る
23
の
大
学
等
、日
本
の
も
の
づ
く
り
を

リ
ー
ド
す
る
先
端
技
術
産
業
、発
達
し
た
交
通

網
な
ど
、本
市
に
は
素
晴
ら
し
い
資
源
が
多
く

あ
り
ま
す
。こ
の
恵
ま
れ
た
地
域
資
源
を
活
か

し
、賑
わ
い
の
あ
る
魅
力
あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
て
い
く
た
め
に
は
、市
の
行
政
裁
量

の
拡
大
が
必
要
で
す
。

　
本
市
で
は
、こ
れ
ま
で
可
能
な
限
り
権
限
移

譲
に
取
り
組
み
、独
自
の
施
策
展
開
を
実
現
し

て
き
ま
し
た
が
、更
な
る
裁
量
を
獲
得
す
る
手

段
と
し
て
中
核
市
へ
の
移
行
を
目
指
す
こ
と

と
し
ま
し
た
。

■発行／八王子市　編集／都市戦略部自治推進課〒192-8501 元本郷町三丁目24番1号　☎620･7445(直通)FAX627･5939
■ホームページアドレスhttp://www.city.hachioji.tokyo.jp/seisaku/chukakushi/index.html

3.15
2015

（平成27年）

平成２７年４月１日に
八王子市は中核市に移行します！



　

本
市
は「
活
力
あ
る
魅
力
あ
ふ
れ
る
ま

ち
」の
実
現
を
目
指
し
、更
な
る
権
限
活

用
を
図
る
た
め
、平
成
24
年
4
月
か
ら
中

核
市
移
行
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。平

成
27
年
4
月
の
移
行
に
あ
た
り
、3
年
間

進
め
て
き
た
手
続
と
準
備
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
す
。

1　
移
行
の
手
続

⑴　
市
議
会
の
議
決

　

市
が
中
核
市
の
指
定
を
受
け
る
た
め

に
必
要
な
最
初
の
手
続
は
、市
議
会
の
議

決
を
得
る
こ
と
で
す
。市
議
会
で
は
、本

市
の
中
核
市
移
行
表
明
を
受
け
、平
成
24

年
10
月
に「
中
核
市
移
行
調
査
特
別
委
員

会
」を
設
置
し
、中
核
市
移
行
に
関
す
る

調
査
研
究
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

れ
ま
し
た
。こ
れ
に
基
づ
き
、都
知
事
か

ら
中
核
市
指
定
の
申
出
に
つ
い
て
の
同

意
書
を
受
け
取
り
ま
し
た
。

⑶　
総
務
大
臣
へ
の
申
出

　
都
知
事
か
ら
同
意
を
得
ら
れ
た
こ
と
で
、

最
終
の
法
定
手
続
き
と
し
て
、平
成
26
年

3
月
に
総
務
大
臣
に
対
し
て
、市
長
か
ら

中
核
市
指
定
の
申
出
を
行
い
ま
し
た
。

　

国
は
、本
市
の
申
出
を
受
け
、平
成
26
年

5
月
に
八
王
子
市
の
中
核
市
指
定
を
閣
議

決
定
し
、同
月
、八
王
子
市
を
中
核
市
に
指

定
す
る
政
令
が
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、こ
の
申
出
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
、

平
成
25
年
8
月
に
総
務
省
と
の
事
前
調
整

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
）が
都
と
市
に
対
し
て
行
わ

れ
ま
し
た
。そ
こ
で
は
、市
民
や
議
会
の
反

応
、都
と
の
協
議
内
容
の
ほ
か
、移
行
ま
で

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
今
後
の
人
員
体
制
に

つ
い
て
の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

2　
移
行
の
準
備

⑴　
条
例
制
定

　

本
市
で
は
、中
核
市
移
行
に
あ
た
り
、多

　

市
議
会
の
委
員
会
で
は
最
多
と
な
る

14
名
で
構
成
さ
れ
た
同
委
員
会
で
は
、中

核
市
移
行
の
考
え
方
、移
譲
事
務
の
内
容
、

都
と
の
協
議
状
況
な
ど
に
つ
い
て
活
発

な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、設
置
1
年
後
の
平
成
25
年
9

月
の
同
委
員
会
で
、八
王
子
市
が
総
務
大

臣
に
中
核
市
指
定
の
申
出
を
行
う
こ
と

に
つ
い
て
、全
委
員
の
賛
同
を
得
た
後
、

市
議
会
本
会
議
に
お
い
て
、全
会
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

1
年
と
い
う
短
期
間
で
集
中
的
に
調

査・
審
議
が
行
わ
れ
た
背
景
に
は
、迅
速

な
申
出
に
よ
り
、十
分
な
準
備
期
間
を
確

保
す
る
こ
と
で
、市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見

を
十
分
条
例
や
基
準
に
反
映
さ
せ
よ
う

と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
し
た
。

　

市
は
、こ
の
市
議
会
の
議
決
を
得
て
、

平
成
25
年
9
月
に
都
知
事
に
対
し
て
、本

市
が
中
核
市
指
定
の
申
出
を
総
務
大
臣

に
行
う
こ
と
へ
の
同
意
を
求
め
る
申
入

れ
を
行
い
ま
し
た
。

⑵　
都
議
会
の
議
決
と
都
知
事
の
同
意

　

市
は
、中
核
市
移
行
を
円
滑
に
進
め
る

た
め
、平
成
24
年
８
月
か
ら
、移
譲
さ
れ

る
事
務
、事
務
の
引
継
方
法
、職
員
の
研

修
派
遣
に
つ
い
て
、都
と
協
議
を
続
け
て

き
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、平
成
25
年
3
月
に
は
、市

が
中
核
市
に
移
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

都
と
基
本
合
意
に
達
し
ま
し
た
。

　

市
の
申
入
れ
を
受
け
た
都
知
事
は
、直

ち
に
都
議
会
に
同
意
を
求
め
、平
成
25
年

12
月
に
八
王
子
市
の
中
核
市
指
定
申
出

の
同
意
に
つ
い
て
全
会
一
致
で
可
決
さ

中
核
市
移
行
へ
の
軌
跡

　保健所の設置は中核市に与えられる権限の１つ
ですが、本市は地域保健法の制度を活用し、平成19
年に先行して保健所を設置しました。そのときに
得た権限を活用して「八王子市墓地等の経営の許
可等に関する条例」を制定しました。この条例では、
墓地を設置する際に、墓地の設置場所を法人の事
務所から５キロメートル以内でなければならない

とする基準を設定し、近隣住民の声が届きやすい
仕組みを作りました。平成24年には、この権限が都
道府県から市に移譲されたため、本市の取組が多
くの市で条例を作る際に参考にされました。
　このように、権限を活用した独自の基準を作る
ことにより、市民の皆さんが安心して暮らせる魅
力あるまちづくりに取り組んできました。

本市の地方分権の取組　～都内初の保健所設置市として～
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く
の
条
例
を
制
定
す
る
た
め
、平
成
24
年
4

月
か
ら
先
進
的
な
条
例
の
調
査
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。ま
た
、ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
都
の

同
意
を
得
た
こ
と
で
、平
成
26
年
1
月
か
ら

新
た
に
制
定
す
る
条
例
の
素
案
の
作
成
を

進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。そ
の
際
、関

係
団
体
へ
の
説
明
や
意
見
の
聴
き
取
り
を

行
い
、ま
た
、学
識
者
な
ど
に
よ
る
協
議
会

の
開
催
な
ど
、こ
れ
ま
で
以
上
に
き
め
細
か

く
市
民
意
見
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、平
成
26
年
6
月
と
8
月
に
は
、

新
た
に
制
定
す
る
条
例
に
対
す
る
意
見
公

募（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
）に
あ
た

り
、よ
り
多
く
の
意
見
が
出
さ
れ
る
よ
う
初

め
て
の
試
み
と
し
て
、市
民
セ
ン
タ
ー
で
条

例
説
明
会
を
行
い
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見

を
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
た
43
の
条
例
は
、平

成
26
年
9
月
と
12
月
に
市
議
会
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
取
組
を
行
い
ま
し
た
。市
内
各

所
で
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
配
布
、ポ
ス
タ
ー
・

横
断
幕・
懸
垂
幕
の
掲
出
、公
用
車
へ
の
ス

テ
ッ
カ
ー
貼
付
な
ど
、積
極
的
な
周
知
活
動

に
努
め
ま
し
た
。特
に
ポ
ス
タ
ー
に
つ
い
て

は
、市
内
の
事
業
者
や
団
体
の
皆
さ
ん
の
ご

協
力
に
よ
り
、事
業
所
に
掲
示
し
て
い
た
だ

い
た
こ
と
で
、市
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で

目
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、6
月
と
8
月
の
条
例
説
明
会
で
行

っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
い
て
要
望
の
多
か

っ
た
地
域
説
明
会
を
11
月
に
も
開
催
し
、多

く
の
方
々
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
そ
の
ほ
か
に
も
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
フ
ェ

イ
ス
ブ
ッ
ク
な
ど
多
様
な
媒
体
を
使
い
、多

く
の
方
々
に
中
核
市
の
こ
と
を
知
っ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

⑶　
人
材
育
成

　

平
成
19
年
の
保
健
所
移
管
の
時
の
経
験

を
活
か
し
、権
限
の
移
譲
に
伴
う
職
員
の
専

門
性
の
向
上
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。

　
ま
ず
、専
門
性
の
高
い
事
務
の
引
継
ぎ
を

円
滑
に
行
う
た
め
、平
成
25
年
10
月
以
降
、

都
へ
延
べ
43
人
の
職
員
を
派
遣
し
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、中
核
市
へ
の
移
行
の
効
果
を
よ

　
こ
う
し
て
制
定
し
た
条
例
は
、地
域
の
実

情
に
応
じ
て
市
が
独
自
に
基
準
を
定
め
て

い
ま
す
。例
え
ば
、社
会
福
祉
施
設
の
設
備

及
び
運
営
の
基
準
に
つ
い
て
は
、虐
待
防
止

研
修
受
講
の
義
務
化
や
障
害
者
雇
用
の
努

力
義
務
な
ど
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、都
に
代

わ
り
、新
た
に
市
が
審
議
会
を
設
置
す
る
こ

と
で
、地
域
の
実
態
に
即
し
た
調
査
、審
議

が
行
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、市
が
独
自
の
基
準
を
定
め
、

地
域
の
実
態
を
把
握
し
て
い
る
委
員
に
よ

り
審
議
さ
れ
る
こ
と
で
、き
め
細
か
な
対
応

が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　
今
後
も
新
た
な
基
準
を
定
め
る
際
に
は
、

市
民
委
員
を
含
め
た
審
議
会
の
意
見
を
聴

き
、市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
意
見
公
募
を
行
う

な
ど
、市
民
参
加
の
機
会
を
設
け
ま
す
。

⑵　
市
民
周
知

　

市
民
の
皆
さ
ん
に
中
核
市
に
な
る
こ
と

の
意
義
や
効
果
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、

り
一
層
発
揮
す
る
た
め
、全
課
長
職
が
特
色

の
あ
る
取
組
を
行
っ
て
い
る
政
令
指
定
都

市
や
中
核
市
へ
出
向
き
、調
査・
研
究
を
行

っ
て
き
ま
し
た
。

⑷　
組
織

　

移
譲
さ
れ
る
権
限
を
最
大
限
活
用
す
る

た
め
、人
材
育
成
と
並
行
し
て
、組
織
体
制

の
強
化
を
図
り
ま
し
た
。主
に
介
護
や
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
指
導
監
督
を
行
う
指
導

監
査
課
、産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
を
行

う
廃
棄
物
対
策
課
、宅
地
開
発
許
可
を
行
う

開
発
審
査
課
を
新
た
に
設
置
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、福
祉
部
や
環
境
部
で
は
増
員
を
図

る
と
と
も
に
、廃
棄
物
の
不
適
正
処
理
に
警

視
庁
と
連
携
し
て
迅
速
に
対
応
す
る
た
め
、

廃
棄
物
対
策
課
に
警
察
官
を
配
置
し
ま
す
。
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中核市移行により、東京都を窓口としていた申請・届出の手続きや相談などは、
平成27年4月1日から八王子市が窓口になります。
また、現在、八王子市が申請の受付を行い、東京都が許可や指定を行っている一部の事務は、
平成27年4月1日から八王子市が許可や指定を行います。

ここでは、新たに移譲される主な事務とその窓口（担当課）をお知らせします。

※�現在、許可や指定を東京都から受けている場合、八王子市が許可や指定をしているものとみなすことになり
ますので、特記がある場合を除き、手続きは不要です。ただし、平成27年4月1日以降、更新、変更、廃止などを
行う場合は、八王子市で手続きが必要となります。
※東京都が行った許可や指定などで有効期限があるものは、期間が満了する日まで有効です。
※一部の事務は、八王子駅南口総合事務所でも取り扱いますので、事前にお問い合わせください。

申請、届出、相談などの窓口が
東京都から八王子市に変わります。

障害者福祉課（市役所１階）
　☎620・7245、5623・2444

◆身体障害者手帳の交付の申請
◆指定障害福祉サービス事業者の指定の申請
◆障害福祉サービス事業などの開始の届出
◆指定障害者支援施設の指定の申請
◆指定一般相談支援事業者の指定の申請
◆身体障害者手帳の申請に必要な診断書を作成
する医師の指定
◆指定自立支援医療機関の指定（育成医療、更生
医療）
◆身体障害者生活訓練等事業、介助犬訓練事業、
聴導犬訓練事業の開始の届出
◆身体障害者社会参加支援施設の開始の届出
◆障害者支援施設の設置の届出
◆手話通訳事業の開始の届出
◆身体障害者補助犬の同伴又は使用に関する苦
情の申出
◆地域生活支援事業
　（コミュニケーション支援事業）

福　祉高齢者いきいき課（市役所１階）
　☎620・7452、620・7294、5624・7720

生活自立支援課（市役所B階）
　☎620・7460、5627・5956
産業政策課（市役所６階）
　☎620・7252、5627・5951

指導監査課（市役所８階）
　☎620・7296、5622・7018

◆居宅サービス事業者の指定の申請
◆介護保険施設の指定の申請
◆老人福祉施設の認可の申請
◆介護予防サービス事業者の
　指定の申請
◆居宅介護支援事業者の
　指定の申請

◆生活困窮者就労訓練事業の認定

◆福祉サービス事業者の人員、設備及び運営基
準等に基づく実地検査
※救護施設など一部の事業の実地検査は､認可･
指定事務を行う担当課で行います。
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◆動物の愛護及び管理
◆犬・猫の引取り、負傷した犬・猫の保護

お知らせ
●平成27年4月1日から施行される八王子市動
物の愛護及び管理に関する条例により、犬の
飼い主は、犬が公共の場所などに排泄したと
きは、排泄物の除去などの措置を講じなけれ
ばなりません。また、猫の飼い主は、感染症を
予防し、不慮の事故を防止するため、室内での
飼養に努めてください。

子育て支援課（市役所４階）
　☎620・7368、5621・2711

保育幼稚園課（市役所４階）
　☎620・7248、5621・2711　　

子ども家庭支援センター
（東町5-6　クリエイトホール地下1階）
　☎656・8225、5656・8226

生活衛生課（保健所）
　☎645・5113、5644・9100

保健対策課（保健所）
　☎645・5162、5644・9100

◆母子福祉資金、父子福祉資金の貸付
◆助産施設、母子生活支援施設の設置認可の
申請
◆子育て援助活動支援事業（ファミリー・サ
ポート・センター）の開始の届出
◆母子家庭等就業・自立支援センター事業の
実施

お知らせ
●新たに八王子市母子福祉資金・父子福祉資金
貸付制度により貸付を行います。現在、東京都
母子及び父子福祉資金貸付制度に基づいて行
っている貸付については、引き続き市で取り
扱います。
●母子家庭等就業・自立支援センター事業を実
施し、就業相談や就業支援講習会を行います。

◆保育所の設置認可の申請
◆幼保連携型認定こども園の設置認可の申請
◆無届・無認可児童福祉施設（保育施設）の設置
の届出
◆一時預かり事業の開始の届出
◆病児保育事業の開始の届出

◆地域子育て支援拠点事業、子育て短期支援事
業（ショートステイ、トワイライトステイ）、養
育支援訪問事業の開始の届出

◆特定不妊治療費の助成
◆結核児童への療育医療機関の指定
◆小児慢性特定疾病医療費の助成
◆未熟児への養育医療機関の指定
◆私立学校等における結核の定期健康診断の費
用補助

お知らせ
●特定不妊治療費の助成申請窓口は、すべて市
となります。
●小児慢性特定疾病医療費助成のための受給者
証は、切り替えを行います。都から交付されて
いる受給者証は、平成27年3月31日をもって
使えなくなります。
　対象者には平成27年4月1日以降の残りの期
間を有効期限とした受給者証を市から送付し
ます（手続きは不要です）。

子育て保健衛生
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環境政策課（市役所２階）
　☎620・7384、5626・4416

環境保全課（市役所２階）
　☎620・7255、5626・4416

水再生課（北野町596-3）
　☎642・1500、5642・7739

◆環境教育等に係る体験の機会の場の認定

お知らせ
●事業者や民間団体が行う自然体験活動などに
利用する土地や建物を「体験の機会の場」とし
て市が認定できるようになりますので、活用
してください。

◆大気汚染防止法に関する施設の届出
◆ダイオキシン類対策特別措置法に関する施設
の届出
◆公害防止管理者などの選任の届出

お知らせ
●ダイオキシン類対
策特別措置法の水
質に関する相談や
公害防止管理者な
どの水質に関する
相談窓口は水再生
課になります。

◆ダイオキシン類対策特別措置法に関すること
（水質に関すること）
◆公害防止管理者などの選任に関すること（水
質に関すること）

お知らせ
●ダイオキシン類対策特別措置法の水質に関す
る相談窓口は水再生課、届出窓口は環境保全
課になります。
●公害防止管理者などの水質に関する相談窓
口は水再生課、届出窓口は環境保全課になり
ます。

環　境廃棄物対策課（市役所２階）
　☎620・7458、5622・7262

区画整理課（市役所５階）
　☎620・7394、5627・5931

◆廃棄物処理施設設置の許可の申請
◆産業廃棄物収集運搬業、処分業の許可の申請
◆産業廃棄物の不適正処理対策
◆多量排出事業者の産業廃棄物処理計画及び実
施状況報告書の提出
◆産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出
◆ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の保管及び
処分状況等の届出

お知らせ
●産業廃棄物処理業関係の申請
　既に都の許可を受けている事業者は、市の許可
を受けているものとみなしますので、手続きの
必要はありません。なお、平成27年4月1日以
降、市内に収集運搬の積替え保管施設や廃棄
物処理施設を持つ事業者が更新申請、変更届
などを行う場合や新規にこれらの施設を設置
する場合は、市の手続きが必要になります。
●産業廃棄物排出事業者の報告
　市内事業場から産業廃棄物を排出した事業者
の産業廃棄物管理票（マニフェスト）交付等状
況報告先は、平成27年度分（平成28年6月30
日までに報告）より市になります。
●ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の届出
　市内でPCB廃棄物を保管している事業者の保
管・処分状況の届出先は市になります。

◆民間（個人、土地区画整理組合、区画整理会
社）が施行する土地区画整理事業の各種認可
の申請

6広報はちおうじ「中核市移行特集号」　2015.3.15



開発審査課（市役所５階）
　☎620・7298、5626・3616

住宅政策課（市役所５階）
　☎620・7260、5626・3616

まちなみ景観課（市役所５階）
　☎620・7267、5626・3616

指導課（市役所７階）
　☎620・7412、5627・8811
教職員課（市役所７階）
　☎620・7404、5627・8811

文化財課（市役所７階）
　☎620・7265、5626・8554

消費生活センター
（東町5-6 クリエイトホール地下1階）
　☎631・5456、5643・0025

◆都市計画法に基づ
く開発許可の申請
◆宅地造成等規制法
に基づく宅地造成
許可の申請
◆開発登録簿の写し
の交付の申請

◆サービス付き高齢者向け住宅事業の登録
◆終身建物賃貸借事業の認可の申請

お知らせ
●既に都で登録されたサービス付き高齢者向け
住宅の事業者で、平成27年4月1日以降、登録
事項を変更する場合は、市へ変更届出書の提
出が必要になります。
●既に都で認可を受けた終身建物賃貸借事業の
事業者で、平成27年4月1日以降、事業内容を
変更する場合は、市へ事業変更認可申請書の
提出が必要になります。

◆屋外広告物の表示・設置許可の申請
◆屋外広告業の登録・届出

お知らせ
●市内に屋外広告物を掲出する場合は、原則と
して八王子市屋外広告物条例に基づく許可が
必要となり、すべての申請先は市になります。
●市内で屋外広告業を営む場合は、事前に市へ
の登録又
は届出が
必要です。

◆市立小・中学校の
教職員の研修

◆重要文化財の現状変更・公開の許可等の申請
◆埋蔵物（出土品）の文化財鑑査

◆はかりの定期検査
◆商品量目等の立入検査

お知らせ
●適正計量管理事業所の届出
　自発的に事業所の指定を受け、適正な計量管
理（自主検査の実施）を進めている場合、行政
の定期検査が免除されます。平成27年4月1日
以降新たに指定の申請を行う場合や変更届・
廃止届の届出先は市になります。
●代検査の届出
　自発的に計量士による代検査を受けた場合、
市へ届け出ることで行政の定期検査に代える
ことができます。

都市計画・建設教　育

消費生活
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移
行
記
念
式
典

　
都
内
初
の
中
核
市
誕
生
を
市
民
の
皆
さ

ん
や
関
係
者
の
方
々
と
と
も
に
祝
う
た
め
、

中
核
市
移
行
記
念
式
典
を
開
催
し
ま
す
。

日�

時　
平
成
27
年
４
月
１
日
㈬
午
前
８
時

～
８
時
25
分

会
場　
市
役
所
１
階
市
民
ロ
ビ
ー

内�

容　
市
長
挨
拶
、く
す
玉
開
き
、市
歌
独

唱
、吹
奏
楽
演
奏

定
期
検
査
合
格
の
シ
ー
ル
の
デ
ザ

イ
ン
が
決
定

　

中
核
市
が
行
う
事
務
の
１
つ
に
、計
量

法
に
基
づ
く
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
が

あ
り
ま
す
。こ
の
検
査
は
、ス
ー
パ
ー
な
ど

の
お
店
の「
計
量
器（
は
か
り
）」に
対
し
て

定
期
的
に
行
う
も
の
で
、検
査
に
合
格
し

た
場
合
、合
格
し
た
お
店
で
あ
る
こ
と
を

示
す
シ
ー
ル
を
店
内
に
貼
っ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

本
市
で
は
、計
量
を
身
近
な
も
の
に
感

じ
て
い
た
だ
き
、ま
た
、計
量
の
重
要
性
を

認
識
し
て
い
た
だ
く
た
め
、独
自
の
シ
ー

ル
を
作
成
し
ま
し
た
。

第
１
回　
八
王
子
市
社
会
福
祉

審
議
会　
開
催
の
お
知
ら
せ

　

中
核
市
移
行
に
伴
い
、社
会
福
祉
に
係

る
施
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
審

議
す
る
た
め
、「
八
王
子
市
社
会
福
祉
審
議

会
」を
設
置
し
ま
す
。

Facebookページ「八王子市自治推進」
　中核市移行に関する取組をはじめ、地方分権や自治推進に
関する情報を配信しています。
https://www.facebook.com/hachioji.jichi

市民意見の公募
（パブリックコメント）

審議会・説明会など

条例・計画など

こちらからご利用を

市
民
の
皆
さ
ん
と
と
も
に

ワ
ン
ラ
ン
ク
上
の
ま
ち
づ
く
り

　
本
市
で
は
、市
民
参
加
条
例
に
基
づ
き
、

市
民
の
皆
さ
ん
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
市

政
に
参
加
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

中
核
市
へ
の
移
行
に
あ
た
っ
て
も
、地

域
説
明
会
や
条
例
案
に
対
す
る
公
募
意
見

（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）な
ど
を
通
じ
て
、

市
民
の
皆
さ
ん
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

中
核
市
移
行
後
も
、新
た
な
条
例
の
制

定
や
計
画
を
策
定
す
る
際
の
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
の
実
施
及
び
説
明
会
の
開
催
、

審
議
会
委
員
の
公
募
な
ど
、積
極
的
に
市

民
の
声
を
市
政
に
反
映
で
き
る
場
を
提
供

し
て
い
き
ま
す
。

　

引
き
続
き
、市
民
の
皆
さ
ん
と
と
も
に

ワ
ン
ラ
ン
ク
上
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て

い
き
ま
す
。

　

委
員
は
、地
域
福
祉
、民
生
委
員
審
査
、

高
齢
者
福
祉
、障
害
者
福
祉
、児
童
福
祉
の

５
つ
の
専
門
分
科
会
に
分
か
れ
て
専
門
的

な
審
議
を
行
い
ま
す
。

　

会
議
は
原
則
公
開
し
、傍
聴
が
で
き
ま

す
。

　
第
１
回
の
開
催
は
次
の
と
お
り
で
す
。

日�

時　
平
成
27
年
４
月
６
日
㈪
午
後
１
時

～
２
時

会
場　
市
役
所
８
０
１
会
議
室

主�

な
議
題　
委
員
の
委
嘱
、会
長
の
選
任
等

問�

い
合
わ
せ　
福
祉
部
福
祉
政
策
課　
☎

６
２
０・７
２
４
０　
5
６
２
８・２
４

７
７

▲複数のデザイン案を消費生活
フェスティバルなどで示し、皆さん
のご意見により決定

正しいはかりのお店

中 核 市 八 王 子 市

 

平成２７年度 定期検査合格 
次回検査 平成２９年 

　中核市とは何か？何が変わるのか？を説明します。
市が制定した条例の内容も紹介します
ので、ぜひご覧ください。
日時　平成２７年３月１８日（水）～
　　　４月１日（水）
　　　午前８時３０分～午後７時
　　　（２１日は除く。土・日曜日は
　　　午後５時まで）
会場　八王子駅南口総合事務所

中核市パネル展

8広報はちおうじ「中核市移行特集号」　2015.3.15


